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                                    用 語 の 解 説 

 

１ 用語の解説 

 自 然 増 減     出生数から死亡数を減じたものをいう。 

 乳 児 死 亡     生後１年未満の死亡をいう。 

 新 生 児 死 亡     生後４週未満の死亡をいう。 

 早期新生児死亡     生後１週未満の死亡をいう。 

 妊 娠 期 間     出生、死産及び周産期死亡の妊娠期間は満週数による（昭和 53 年（1978 年）

までは、数えによる妊娠月数）。 

早期：妊娠満 37 週未満（259 日未満） 

正期：妊娠満 37 週から満 42 週未満（259 日から 293 日） 

過期：妊娠満 42 週以上（294 日以上） 

 死 産     妊娠満 12 週（妊娠第４月）以後の死児の出産をいい、死児とは、出産後にお

いて心臓膞動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。 

人工死産とは、胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置（胎児又は

付属物に対する措置及び陣痛促進剤の使用）を加えたことにより死産に至った

場合をいい、それ以外はすべて自然死産とする。 

なお、人工的処置を加えた場合でも、次のものは自然死産とする。 

1)胎児を出生させることを目的とした場合。 

    2)母体内の胎児が生死不明か、又は死亡している場合。 

（参 考）死産統計を観察する場合、次の沿革を考慮する必要がある。 

          昭和 23 年（1948 年）以降： 優生保護法の施行（７月）により、人工妊娠中絶の中の、妊 

                    娠第４月以降のものも人工死産に含むことになった。 

          昭和 24 年（1949 年）以降： 優生保護法の改正（６月）により、人工妊娠中絶の理由に 

                    「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるも 

                    の」も含むことになった。 

          昭和 27 年（1952 年）以降： 優生保護法の改正（５月）により、優生保護審査会の審査を 

                    廃止するなど、その手続きが簡素適正化され、優生保護法によ 

                    る指定医師は本人及び配偶者の同意を得て、要件に該当する者 

                                   に対し、人工妊娠中絶を行うことができるようになった。 

          昭和 43 年（1968 年）以降： 胎児を出生させる目的で人工的処置を加えたにもかかわらず 

                    死産をした場合は、従来は人工死産であったが、自然死産とし 

                    て取り扱うこととなった。 

          昭和 51 年（1976 年）以降： 優生保護法による人工妊娠中絶を実施することのできる時期 

                    の基準を、従来の「通常妊娠８月未満」から「通常妊娠第７月 

                    未満」に改めた（昭和 51 年１月 20 日付け厚生省発衛第 15 号厚

生事務次官通知）。 

     昭和 54 年（1979 年）以降： 優生保護法による人工妊娠中絶を実施することのできる時期 

                    の基準を、従来の「通常妊娠第７月未満」から「通常妊娠満 23 

                    週以前」に表現を改めた（昭和 53 年 11 月 21 日付け厚生省発衛

第 252 号厚生事務次官通知）。 

自 然 死 産 と 

人 工 死 産 
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     平成３年（1991 年）以降： 優生保護法による人工妊娠中絶を実施することのできる時期の 

                    基準を、従来の「通常妊娠満 23 週以前」から「通常妊娠満 22 週 

                    未満」に改めた（平成２年３月 20 日付け厚生省発健医第 55 号厚 

                    生事務次官通知）。 

 低 体 重 児     出生時の体重が 2.5kg 未満（平成６年までは 2.5kg 以下）のものをいう。 

 周 産 期 死 亡      妊娠満 22 週（154 日）以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。 

 妊 産 婦 死 亡    妊娠中又は妊娠終了後満 42 日未満（昭和 53 年（1978 年）までは「産後 90 日

以内」とし、昭和 54 年から平成６年（1979 年～1994 年）までは、「分娩後 42 日

内」としている。）の女性の死亡で、妊娠の期間及び部位には関係しないが、妊

娠もしくはその管理に関連した又はそれらによって悪化したすべての原因による

ものをいう。ただし、不慮又は偶然の原因によるものを除く。 

 生 命 表      生命表とは、一定期間におけるある集団についての年齢に関する死亡秩序を 

             表す各種の関数、すなわち死亡率・生存数・死亡数・定常人口・平均余命等を 

             示したものである。 

                     これらの関数は、その人口集団について、その期間中に観察された各年齢ご 

             との死亡件数と、その期間の各年齢ごとの平均人口又は中央人口とを基として 

             計算されるものである。この場合の観察期間を生命表の作成基礎期間といい、 

                     平均人口又は中央人口を生命表基礎人口という。 

                     生命表には、完全生命表と簡易生命表の２種類がある。完全生命表は、国勢調 

             査によって精密に作成された人口資料に基づき、精密な計算方法により作成され 

             るものである。一方、簡易生命表は人口資料として推計人口を用い、簡略化され 

                     た計算方法により作成される。 

                     通常、国勢調査ごとに完全生命表を作成するほか、毎年の推計人口に基づいて 

             簡易生命表を作成し、死亡秩序の毎年の推移を示す資料の一つとしている。 

世帯のおもな仕事 

  農 家 世 帯     最多所得者が農業だけ又は農業とその他の仕事を持っている世帯 

 自営業者世帯      最多所得者が自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯 

  常用勤労者世帯(Ⅰ) 最多所得者が企業・個人商店等（官公庁は除く）の常用勤労者世帯で勤め先の 

                     従業者数が１人から 99 人までの世帯（日々又は１年未満の契約の雇用者はその

他の世帯） 

  常用勤労者世帯(Ⅱ)  最多所得者が常用勤労者世帯(Ⅰ)にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社          

団体の役員の世帯（日々又は１年未満の契約の雇用者はその他の世帯） 

  その他の世帯     最多所得者が上記にあてはまらないその他の仕事をしている世帯 

  無 職 の 世 帯     仕事をしている者のいない世帯 
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２ 比率の解説 

（1） 総 覧 

出 生 率 ＝ 
年間出生数

ଵ 月１日現在日本人人口
 ×1,000 

 

 

死 亡 率 ＝ 
年間死亡数

ଵ 月１日現在日本人人口
 ×1,000 

 

 

自然増減率 ＝ 
年間自然増減数（年間出生数ି年間死亡数）

ଵ 月１日現在日本人人口
 ×1,000 

 
 

乳児死亡率 ＝ 
年間乳児死亡数（生後１年未満の死亡数）

年間出生数
 ×1,000 

 

新生児死亡率 ＝ 
年間新生児死亡数（生後４週（ଶ଼ 日）未満の死亡数）

年間出生数
 ×1,000 

 

 

死 産 率（総数・自然・人工）  

＝ 
年間死産数（妊娠満 ଵଶ 週以後の死児の出産数）（総数・自然・人工）

年間出産数（年間出生数ା年間死産数）
 ×1,000 

 

 
周産期死亡率  

＝ 
年間周産期死亡数（妊娠満 ଶଶ 週以後の死産数ା早期新生児死亡数൫生後１週൫７日൯未満の死亡数൯）

年間出生数ା年間の妊娠満 ଶଶ 週以後の死産数
 ×1,000 

 

 

妊娠満 22 週以後の死産率 ＝ 
年間の妊娠満 ଶଶ 週以後の死産数

年間出生数ା年間の妊娠満 ଶଶ 週以後の死産数
 ×1,000 

 

 

早期新生児死亡率 ＝ 
年間早期新生児死亡数（生後１週൫７日൯未満の死亡数）

年間出生数
 ×1,000 

 

 

婚 姻 率 ＝ 
年間婚姻件数

ଵ 月１日現在日本人人口
 ×1,000 

 

 

離 婚 率 ＝ 
年間離婚件数

ଵ 月１日現在日本人人口
 ×1,000 
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（2） 出 生 

出 生 性 比 ＝ 
  男の年間出生数   

  女の年間出生数   
 ×100 

 
母の年齢（年齢階級）別出生率 

＝ 
ある年齢（年齢階級）の母が１年間に生んだ子の数

ଵ 月 ଵ 日現在における日本人女性のある年齢(年齢階級)の人口
 ×1,000 

 

月間出生率（年換算率） ＝ 
月間出生数

月初人口×年換算係数
 ×1,000 

 

（注）年換算係数 ＝ 
月間日数（ଷ、ଷଵ、ଶ଼ 又は ଶଽ）

年間日数（ଷହ 又は ଷ）
  

 
         すなわち、１年の長さを１とした場合の各月の長さをいう。 

 

合計特殊出生率 ＝ ቊ  
年間の母の年齢別出生数

10 月１日現在年齢別女性人口
  ቋ の 15 歳から 49 歳までの合計 

 

15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が

仮にその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。 

 

 

（3） 死 亡 

死 亡 性 比 ＝ 
  男の年間死亡数   

  女の年間死亡数   
 ×100 

 
年齢（年齢階級）別死亡率（総数・男・女） 

＝ 
年間のある年齢（年齢階級）の死亡数（総数・男・女）

ଵ 月１日現在における日本人（総数・男・女）のある年齢（年齢階級）の人口
 ×1,000 

 

年齢（年齢階級）別死亡性比 ＝ 
ある年齢（年齢階級）の男の死亡率

ある年齢（年齢階級）の女の死亡率
 ×100 

 

月間死亡率（年換算率） ＝ 
月間死亡数

月初人口×年換算係数
 ×1,000 

 

（注）年換算係数 ＝ 
月間日数（ଷ、ଷଵ、ଶ଼ 又は ଶଽ）

年間日数（ଷହ 又は ଷ）
  

 
         すなわち、１年の長さを１とした場合の各月の長さをいう。 
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死因別死亡率（年間） ＝ 
年間の死因別死亡数

ଵ 月１日現在日本人人口
 ×100,000 

 

年齢調整死亡率（旧訂正死亡率） 

＝ 

൛観察集団の年齢Ｘ歳൫年齢階級൯の死亡率×基準人口集団のその年齢Ｘ歳൫年齢階級൯の人口ൟ

の各年齢（年齢階級）についての総和

ଵ 月１日現在における日本人（総数・男・女）のある年齢（年齢階級）の人口
  

 
＊ 死因別死亡率は上記 1,000 の代わりに 100,000 を乗ずるのが通例である。 

  死亡率は年齢によって非常に異なるので、国際比較や年次推移の観察の場合には人口 

の年齢構成の差異を取り除いて観察するために、年齢調整死亡率を使用することが有 

用である。 

 

（4） 乳 児 死 亡 

乳 児 死 亡 性 比 ＝ 
  男の年間乳児死亡数   

  女の年間乳児死亡数   
 ×100 

 

死因別乳児死亡率 ＝ 
  年間の死因別乳児死亡数   

  年間出生数   
 ×100,000 

 

死因別新生児死亡率 ＝ 
  年間の死因別新生児死亡数   

  年間出生数   
 ×100,000 

 
（5） 死 産 

死 産 性 比 ＝ 
  男の年間死産数   

  女の年間死産数   
 ×100 

 
月間死産率（総数・自然・人工） 

＝ 
月間死産数（総数・自然・人工）

月間出産数（月間出生数＋月間死産数）
 ×1,000 

 
月間の妊娠満 22 週以後の死産率（総数・自然・人工） 

＝ 
月間妊娠満 ଶଶ 週以後の死産数（総数・自然・人工）

月間出生数＋月間の妊娠満 ଶଶ 週以後の死産数
 ×1,000 

 
母の年齢（年齢階級）別妊娠満 22 週以後の死産比（年間、総数・自然・人工） 

＝ 

年間のある年齢൫年齢階級൯の母親による

妊娠満 ଶଶ 週以後の死産数（総数・自然・人工）

年間のある年齢（年齢階級）の母親による出生数
 ×1,000 
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（6） 周産期死亡 

月間周産期死亡率 ＝ 
月間周産期死亡数

月間出生数＋月間の妊娠満 ଶଶ 週以後の死産数
 ×1,000 

 
（7） 妊産婦死亡 

妊 産 婦 死 亡 率 ＝ 
  年間の妊産婦死亡数   

  年間出産数（又は年間出生数）   
 ×100,000 

 

後発妊産婦死亡率 ＝ 
  年間の後発妊産婦死亡数   

  年間出産数（年間出生数＋年間死産数）   
 ×100,000 

 
 

３ 表彰記号の規約 

 

－ 計数のない場合 

… 計数不明の場合 

・   統計項目のありえない場合 

比率が微小（0.05 未満、0.005 未満）の場合 
0.0 
0.00 
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死因簡単 乳児死因簡単

分類コード 分類コード

腸管感染症 01100 A00～A09 腸管感染症 Ba01 A00～A09

結核 01200 A15～A19 敗血症 Ba02 A40～A41

敗血症 01300 A40～A41 麻疹 Ba03 B05

ウイルス性肝炎 01400 B15～B19 ウイルス性肝炎 Ba04 B15～B19

ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病 01500 B20～B24 悪性新生物〈腫瘍〉 Ba06 C00～C96

悪性新生物〈腫瘍〉 02100 C00～C96 その他の新生物〈腫瘍〉 Ba09 D00～D48

その他の新生物〈腫瘍〉 02200 D00～D48 栄養失調（症）及びその他の栄養欠乏症 Ba10 E40～E64

貧血 03100 D50～D64 代謝障害 Ba11 E70～E88

糖尿病 04100 E10～E14 髄膜炎 Ba12 G00～G03

血管性及び詳細不明の認知症 05100 F01～F03 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 Ba13 G12

髄膜炎 06100 G00～G03 脳性麻痺 Ba14 G80

脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 06200 G12 心疾患（高血圧性を除く） Ba15
I01～I02.0，
I05～I09，

パーキンソン病 06300 G20
I20～I25，I27，
I30～I51

アルツハイマー病 06400 G30 脳血管疾患 Ba16 I60～I69

眼及び付属器の疾患 07000 H00～H57 インフルエンザ Ba17 J09～J11

耳及び乳様突起の疾患 08000 H60～H93 肺炎 Ba18 J12～J18

高血圧性疾患 09100 I10～I15 喘息 Ba19 J45～J46

心疾患（高血圧性を除く） 09200
I01～I02.0，
I05～I09，

ヘルニア及び腸閉塞 Ba20
K40～K46，
K56

I20～I25，
I27，I30～I51

肝疾患 Ba21 K70～K76

脳血管疾患 09300 I60～I69 腎不全 Ba22 N17～N19

大動脈瘤及び解離 09400 I71 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 Ba24 P05～P08

インフルエンザ 10100 J09～J11 出産外傷 Ba25 P10～P15

肺炎 10200 J12～J18 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 Ba26～Ba30 P20～P29

急性気管支炎 10300 J20 周産期に特異的な感染症 Ba31～Ba32 P35～P39

慢性閉塞性肺疾患 10400 J41～J44 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 Ba33 P50～P61

喘息 10500 J45～J46 先天奇形、変形及び染色体異常 Ba35 Q00～Q99

誤嚥性肺炎 10601 J69 乳幼児突然死症候群 Ba44 R95

間質性肺疾患 10602 J84 不慮の事故 Ba46 V01～X59

胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 11100 K25～K27 他殺 Ba55 X85～Y09

ヘルニア及び腸閉塞 11200
K40～K46，
K56

肝疾患 11300 K70～K76

皮膚及び皮下組織の疾患 12000 L00～L98

筋骨格系及び結合組織の疾患 13000 M00～M99

糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 14100 N00～N15

腎不全 14200 N17～N19

妊娠、分晩及び産じょく 15000 O00～O99

周産期に発生した病態 16000 P00～P96

先天奇形、変形及び染色体異常 17000 Q00～Q99

老衰 18100 R54

乳幼児突然死症候群 18200 R95

不慮の事故 20100 V01～X59

自殺 20200 X60～X84

他殺 20300 X85～Y09

新型コロナウイルス感染症 ２２２０１
U07.1,U07.2,
U10.9

【別表1】死因順位に用いる分類項目

分類名
死因基本分類
コード

分類名
死因基本分類
コード

【別表2】乳児死因順位に用いる分類項目
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【別表3】　諸率の算出に用いた人口

都道府県・男女別人口(日本人人口） 令和５年10月1日現在 県内市町村・男女別人口（日本人人口） 令和５年10月1日現在

都道府県名 総数 男 女 市町村・保健所名 総数 男 女

全 国 121 193 394 58 902 393 62 291 001 北部保健所 99,764          50,155         49,609         

北 海 道 5 041 000 2 380 000 2 661 000 名 護 市 63,660          31,601 32,059

青 森 1 177 000  556 000  622 000 国 頭 村 4,346            2,217           2,129           

岩 手 1 154 000  558 000  596 000 大 宜 味 村 2,982            1,583           1,399           

宮 城 2 239 000 1 092 000 1 147 000 東 村 1,584            868             716             

秋 田  909 000  430 000  479 000 今 帰 仁 村 8,799            4,430           4,369           

山 形 1 018 000  494 000  523 000 本 部 町 12,164          6,156           6,008           

福 島 1 751 000  865 000  885 000 伊 江 村 3,921            2,024           1,897           

茨 城 2 744 000 1 369 000 1 375 000 伊 平 屋 村 1,096            608             488             

栃 木 1 848 000  922 000  925 000 伊 是 名 村 1,212            668             544             

群 馬 1 831 000  905 000  926 000 中部保健所 511,209        249,902       261,307       

埼 玉 7 113 000 3 527 000 3 586 000 宜 野 湾 市 98,334          47,805         50,529         

千 葉 6 081 000 3 013 000 3 068 000 沖 縄 市 139,809        67,638         72,171         

東 京 13 448 000 6 594 000 6 854 000 う る ま 市 124,929        62,390         62,539         

神 奈 川 8 970 000 4 447 000 4 523 000 恩 納 村 10,018          5,048           4,970           

新 潟 2 107 000 1 026 000 1 082 000 宜 野 座 村 5,939            2,970           2,969           

富 山  987 000  480 000  507 000 金 武 町 10,636          5,270           5,366           

石 川 1 091 000  529 000  562 000 読 谷 村 40,801          19,888         20,913         

福 井  729 000  357 000  372 000 嘉 手 納 町 13,013          6,286           6,727           

山 梨  776 000  382 000  394 000 北 谷 町 27,451          12,977         14,474         

長 野 1 965 000  963 000 1 002 000 北 中 城 村 17,739          8,491           9,248           

岐 阜 1 868 000  906 000  961 000 中 城 村 22,540          11,139         11,401         

静 岡 3 449 000 1 702 000 1 748 000 那覇市保健所 306,741        148,508       158,233       

愛 知 7 195 000 3 584 000 3 611 000 那 覇 市 306,741        148,508       158,233       

三 重 1 669 000  815 000  855 000 南部保健所 421,659        207,319       214,340       

滋 賀 1 367 000  673 000  694 000 浦 添 市 114,180        54,945         59,235         

京 都 2 465 000 1 174 000 1 290 000 糸 満 市 60,246          30,170         30,076         

大 阪 8 488 000 4 053 000 4 435 000 豊 見 城 市 64,672          31,308         33,364         

兵 庫 5 247 000 2 490 000 2 758 000 南 城 市 45,233          22,694         22,539         

奈 良 1 279 000  601 000  678 000 西 原 町 34,453          17,255         17,198         

和 歌 山  884 000  417 000  467 000 与 那 原 町 19,465          9,423           10,042         

鳥 取  532 000  255 000  277 000 南 風 原 町 40,625          19,818         20,807         

島 根  640 000  310 000  330 000 渡 嘉 敷 村 662              352             310             

岡 山 1 814 000  872 000  942 000 座 間 味 村 841              458             383             

広 島 2 682 000 1 299 000 1 383 000 粟 国 村 641              375             266             

山 口 1 279 000  608 000  671 000 渡 名 喜 村 302              189             113             

徳 島  688 000  330 000  359 000 南 大 東 村 1,176            697             479             

香 川  910 000  439 000  470 000 北 大 東 村 539              340             199             

愛 媛 1 277 000  606 000  671 000 久 米 島 町 6,757            3,611           3,146           

高 知  660 000  312 000  348 000 八 重 瀬 町 31,867          15,684         16,183         

福 岡 5 011 000 2 369 000 2 642 000 宮古保健所 53,370          26,953         26,417         

佐 賀  786 000  373 000  412 000 宮 古 島 市 52,338          26,383         25,955         

長 崎 1 254 000  591 000  663 000 多 良 間 村 1,032            570             462             

熊 本 1 685 000  800 000  885 000 八重山保健所 53,024          27,021         26,003         

大 分 1 079 000  513 000  566 000 石 垣 市 47,484          24,077 23,407

宮 崎 1 032 000  488 000  544 000 竹 富 町 3,887            2,009           1,878           

鹿 児 島 1 533 000  725 000  807 000 与 那 国 町 1,653            935             718             

沖 縄 1 443 000  708 000  734 000 資料：「令和５年人口移動報告年報」（県企画部統計課）

資料：「人口推計（2023年10月１日現在）」(総務省統計局)

注：推計方法の相違から、県内市町村の人口（右表）の総計は、県の人口（左表）と一致しないことがある。
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